
第三期いずみおおつ子ども未来プラン（案）の概要について

第１章 計画策定にあたって

（１）計画策定の趣旨

▷「第二期いずみおおつ子ども未来プラン」の計画期
間が終了するため、新たな計画を策定します。

▷令和５年４月の「こども基本法」の施行により、
「自治体こども計画」の策定が努力義務となりまし
た。「第三期いずみおおつ子ども未来プラン」は、
「こども計画」として策定します。

▷令和５年12月に策定された国の「こども大綱」
「こども未来戦略」では、こどもの生活や権利を一
番に考える「こどもまんなか社会」をめざし、ライ
フステージに応じた切れ目のない支援を進める方向
を打ち出しており、本市においても、そうした方向
性を重視した計画とします。

（２）計画の位置づけ （３）計画期間

令和７年度から11年度までの５年間

（４）策定の方法

「第二期のいずみおおつ子ども未来プラン」と同様に子育て中の保
護者へのアンケートに加えて、当事者であるこども・若者からの意見
を反映させるため、小学４年生から中学生３年生と高校生世代から
24歳の若者へのアンケート、小中学生へのインタビュー調査を実施
しました。また、こどもの居場所の運営者や私立認定こども園など関
係団体へのヒアリングを実施しました。
調査から得られた課題などから支援施策の検討を行い、子ども・子

育て会議での審議、パブリックコメントを行い、策定します。

本計画は、従来からの子ども・
子育て支援などに加え、若者育成
支援、ヤングケアラーへの支援な
ど、新たな施策を展開していく必
要があることから、こども基本法
に基づく「こども計画」として、
次の６計画を一体的に策定します。

第2章 本市の現状と課題 第３章 基本理念・施策体系
第４章 こども施策の総合的な展開

基本
理念

笑顔で育ち育てられる“こどもまんなか”のまちをめざして

すべてのこどもがたくましく育つ、みんなで子育てを応援するまち・泉大津

第５章 子ども・子育て支
援の量の見込みと確
保方策

▷保育所等や「地域子ども・子
育て支援事業」の利用者数等
の見込みと提供体制の確保方
策を定めています。

▷児童数は減少する見込みです
が、出産後の職場復帰を支援
する低年齢児層保育など、引
き続き、需要に対応していき
ます。

▷「こども未来戦略」において
位置付けられた、下記の子ど
も・子育て支援事業について
も、新たに開始します。

「子育て世帯訪問支援事業」
家事、子育て等に不安や負担
を抱える子育て家庭、妊産婦、
ヤングケアラー等がいる家庭
を、訪問支援員が訪問し、不
安や悩みを傾聴するとともに、
家事・子育て等の支援を行う
事業

「こども誰でも通園制度」
保護者の就労要件を問わず保
育所等で保育を受けられる制
度

第６章 計画の推進体制

▷地域全体で子育て支援に取り
組むために、市民が共通認識
を持てるよう、計画内容の広
報・啓発に努めます。

▷PDCAサイクルにより、数値
目標や評価指標を関係各課で
定期的に検証し、施策の進捗
状況、事後の達成度を評価す
ることで、事業や施策の更な
る展開や見直しにつなげます。

アンケート調査・インタビュー・各種データか
らみる現状と課題

必要な対策

☆身体的・精神的負担に悩んでいる保護者も多い
（ストレス28％、体の負担25％）
☆妊娠中や出産直後の支援の充実を求める割合
が増えている（R1：10.9％→R5：32.3％）
☆児童虐待にかかる相談対応の件数が増えてい
る（R1：238件→R5：515件）

→妊娠・出産・育児と切れ目ない
支援が求められている。
→育児に不安を抱え、サポートが
必要な保護者の早期発見と相談・
支援体制の充実を図る必要がある。

☆6割を超える家庭が共働き世帯
☆幼児教育・保育施設の整備のニーズが高まっ
ている（R1：21.7％→R5：42％）

→待機児童対策として、幼児教
育・保育の環境整備や一時預か
りなど子育て家庭の多様な保育
ニーズに応える必要がある。

☆保護者もこどもも、公園や遊び場のニーズが高い
☆こども・若者の「居場所」に多様なニーズがある

→公園や遊び場を含め、こど
も・若者や子育て中の保護者の
「居場所」の充実を図る必要が
ある。

☆自分に自信が持てなかったり、孤独感を感じ
ているこども・若者がいる
☆ひきこもり状態のこども・若者がいる
（若者アンケートでは４％）
☆大人には「一個人として認め、対話を大事に
してほしい」（中学生インタビューから）

→学校園・家庭・地域のつなが
りづくりを一層進め、こども・
若者と地域住民との対話を増や
していくことが期待される。ま
た、子どもの意見を反映させる
取組みを推進する必要がある。

☆子育ての費用負担に35％の保護者が悩んでいる
☆「家のお金のこと」に悩んでいるこども・若
者が多い（小中学生アンケート15％、若者ア
ンケート48％）

→安心してこどもを産み育てるこ
とができるよう、子育てにかかる
経済的負担の軽減が求められる。
→こどもの貧困は様々な要因が
絡んだ問題であり、個々の実情
に応じた支援が必要である。

☆家族のお世話を何時間も行っているヤングケ
アラーの状態にあるこども・若者がいる
（若者アンケートでは2.7％）

→ヤングケアラーの実態把握と
重層的な支援に取り組んでいく
必要がある。

基本目標

こどもが健やかに
成長する社会を目
指します

すべての子育て家
庭を応援します

安心して子育てが
できる環境をつく
ります

主要施策

１ こども・若者の権利の保障

２ 寄り添う相談支援の推進

３ 豊かな心を育む教育・保育の推進

４ 成育過程を通じた健康づくりの推進

５ 生きる力を育む食育の推進

６ こども・若者育成支援の推進

７ 多様な支援制度・サービス

による子育ての応援

８ 障がいのあるこどもへの支援の充実

９ ひとり親家庭支援の推進

10 こどもの貧困対策の推進

11 日本語のサポートが必要な

こどもと家庭への支援

12 子育てしやすいまちづくり

13 子育てにやさしい生活環境づくり

視点
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取組

・子ども・子育て支援事業計画（第３期）
・次世代育成支援対策地域行動計画（第５期）
・母子保健を含む成育医療等に関する計画
・ひとり親家庭自立促進計画（第5期）
・こどもの貧困対策計画（第２期）
・こども・若者育成支援計画

アウトリーチを含
めた相談体制と、
切れ目のない支援
サービスの充実

保幼小中15年間
の連続性ある学び
や食育の推進

ヤングケアラー
の実態把握と
支援

男女がともに担う
子育てを促進

こども・若者の成
長を支える地域活
動の推進

（抜粋）

多様なニーズに対
応した質の高い教
育・保育環境の充
実

居場所づくりの
充実
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